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「パートナーシップ構築宣言」 
 

当社は、サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進

めることで、新たなパートナーシップを構築するため、以下の項目に重点的に取り組むことを宣言し

ます。 

 

１． サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携 

直接の取引先だけでなくサプライチェーンの深い層の取引先に働きかけることにより、サプライ

チェーン全体での付加価値向上に取り組むとともに、既存の取引関係や企業規模等を超えた連携に

より、取引先との共存共栄の構築を目指します。 
 
（個別項目） 

 当社は、低炭素社会の実現を目指し、以下の取り組みを進めます 

① 省エネルギー整備設備の導入 

整備工場内のエネルギー効率を向上させるため、省エネ型機器や LED 照明を導入し、電力消費の

削減に努めます。 

② 環境に配慮した整備技術の活用 

環境負荷の少ない洗浄剤や部品を使用し、廃棄物の削減とリサイクルの促進を図ります。 

③ カーボンニュートラル燃料の普及支援 

燃料車両からハイブリッド車や電動車などの低炭素燃料車への移行を支援し、顧客への推奨整備

プランを提供します。 

④ 取引先への情報共有と啓発 

取引先や顧客に向けて、脱炭素化に関する最新情報や環境に配慮した整備方法を提供することで、

共にグリーン化を進めます。 
 

２． 「振興基準」の遵守 

発注方法の改善、対価の決定の方法の改善、代金の支払方法の改善、型等に係る取引条件の改善、

知的財産の保護及び取引の適正化等を含む委託事業者と中小受託事業者との望ましい取引慣行（受

託中小企業振興法に基づく「振興基準」）を遵守し、取引先とのパートナーシップ構築の妨げとな

る取引慣行や商慣行の是正に積極的に取り組みます。 

 

３． その他 

①取引先には不当・不合理な依頼をせず、取引価格については相場等に基づき合理的に依頼・交

渉します。 

②当社は、ニッコンホールディングスグループの一員として、「ニッコンホールディングスグルー

プ行動指針」に則り、安全最優先を信条とし、法令・社会ルールを順守し、社会に信頼される

企業を目指します。 

２０２５年１月２０日 
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（２０２６年１月５日 更新） 

受託中小企業振興法に基づく「振興基準」の内容を理解した上で宣言をします。 

株式会社イトー自動車整備  代表取締役社長 柴山 隆 


